
生活自立・仕事相談センター
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2024年4月19日（金）

生活自立・仕事相談センター緑

主任相談支援員 吉井 稔

令和６年度 
相談支援機関等の初任者向け研修

※出典：厚生労働省生活困窮者自立支援事業説明資料等より一部抜粋・加工が含まれています。



生活自立・仕事相談センターとは…こんな感じです

生活保護者(世帯)以外の様々な理由によって経済的
に困窮になる又はなる恐れのある方
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対象者

相談方法

特徴①

特徴②

本人又は家族、関係機関などからの相談も受付可能。
電話・来所・訪問(アウトリーチ)・メール等で相談可能

分野別に対象者を限定しない。「困窮」を切り口に、
相談者及び家族全体を含めた解決方法を一緒に考える。

「困窮状態」に対して「相談支援」を手法として、
いろいろな支援メニューをコーディネートする

はじめに…



＜千葉市 6区に1センター配置＞
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千葉市生活・自立仕事相談センター
稲毛2015.4～
（※モデル事業2013.2～）千葉市生活自立・仕事相談センター

花見川2020.9～

千葉市生活自立・仕事相談センター
若葉2017.7～

千葉市生活自立・仕事相談センター
中央2015.4～ 
（※モデル事業2013.2～）

千葉市生活自立・仕事相談センター
緑 2021.9～

千葉市生活自立・仕事相談センター
美浜2022.9～



社会保険制度
労働保険制度

○生活困窮者対策求職者支援制度
（H23.10～）

【
第
１
の
ネ
ッ
ト
】【
第
２
の
ネ
ッ
ト
】【
第
３
の
ネ
ッ
ト
】

生活保護制度の見直し

及び生活困窮者対策

に総合的に取り組む

生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策に総合的に取り組むとともに、生活保護基準の見直しを行う。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属
する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。

二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後に再
び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、就労が困
難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

【社会保障制度改革推進法】（平成24年法律第64号） 抜粋

○生活保護制度の見直し

○生活保護基準の見直し

生活保護

生活保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像

国民皆保険・皆年金

最低限度の
生活保障

制度位置付け
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生活困窮者支援制度設立の背景



法の対象となる「生活困窮者」とは、
「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、
最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」（法第３条第１項）。

教育費用につ
いての相談

失業で家賃の支払
いが苦しい

就職に向けた
活動をしたい

障害・病気のために
生活に困っている

・・など

家計がうまく
回せない。

親の介護や子育てで
十分仕事が出来ない

債務(借金)があっ
て生活が苦しい

働きたいが仕事が
見つからない
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対象者



支援メニュー



自立相談支援事業

（中央区・花見川区・稲毛
区・若葉区・緑区・美浜区）

住居確保給付金
千葉市：直営

就労準備支援事業
千葉市就労準備支援室
（NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちば）

認定就労訓練事業
（NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちば）

生活保護受給者等就労自立促進事業
（ハローワークと各相談センターによる支援）

千葉市家計改善支援事業
（家計再生応援ネット：JV）

千葉市の
生活困窮者
支援事業

子どもの学習・生活支援事業
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一時生活支援事業
（ワーカーズコープちば）



各分野の支援事業・支援機関

自立相談支援事業について

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

※ 委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。行政は支援調整会議に参画し、

支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施等の業務を行う。

新事業の概要

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地
域全体の負担軽減が可能に。

生
活
困
窮
者

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

包括的・継続的な支援

生活困窮者自立支援
法に基づく支援

総合的な
アセスメント

本人の主体性と
多様性を重視

○再アセスメント
 による 評価

○プランの見直し

フォロー
アップ

自立相談支援事業

法定サービスに係る
自治体の支援決定

期待される効果

包括的
に対応

支援調整会議
による調整

法以外の支援
民生委員による見守りな
どインフォーマルな支援

相
談
窓
口

早期把握

自立生活のためのプランの作成
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相談手法



就労に向けた支援の充実・強化

◎ 就労準備支援事業の創設、就労訓練事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じた
きめ細かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援

○自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

○自治体自ら実施する
就労支援○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練
・生活習慣確立のための指導や地域活動への
参加等の日常・社会生活自立のための訓練

一般就労

日常生活
自立

○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等
・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、
支援付きの就業の機会の提供などを行う
「就労訓練事業」の場の提供等を支援

社会参加

就労訓練事業
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法により、これまで支援が十分されてこなかった層への就労支援が充実する。各種就労支援は、
生活困窮者の多くが自尊感情や自己有用感を喪失し、次のステップに向かうことができなくなって
いる状況にあることを踏まえ、その回復・醸成を図りながら行う。
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連携支援のイメージ【様々な機関と連携し相談に対応します】

11



＜住居確保給付金事業＞
•離職ややむを得ない休業等により住居を失った又は
そのおそれのある生活困窮者であって、収入等が一
定水準以下の者に対して、有期で家賃相当額を支給

※原則3ヵ月、延長、再延長あり最大9ヵ月

・収入要件

・資産要件

・求職活動等あり

家賃給付を受けながら安定した仕事に就くことが目的。
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＜就労準備支援事業＞
•直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対
して、一般就労に従事する準備として基礎能力の
形成を、計画的かつ一貫して支援

•１年間を基本とした計画的・集中的な支援を想定

•生活習慣形成のための指導・訓練（日常生活に関
する支援）、就労の前段階として必要な社会的能
力の習得（社会自立に関する支援）、事業所での
就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に
向けた技法や知識の取得等の支援（就労自立に関
する支援）の３段階。
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＜家計改善支援事業＞
•家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、
家計に関するアセスメントを行い、家計の状況を
「見える化」し、家計再生の計画・家計に関する個
別のプランを作成し、利用者の家計管理の意欲を引
き出す取り組み

①家計管理に関する支援

②滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

③債務整理に関する支援

④貸付のあっせん等
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＜生活保護受給者等就労自立促進事業＞

・ハローワークとの一体的なチーム支援を行い、
より丁寧な就労支援の中で、本人の希望、適性に
合った就労を目指す。

・原則6ヵ月間。延長3ヵ月。

・要件を満たせば、雇用した事業主に助成金が入
る可能性がある。
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＜一時生活支援事業＞
❖一定の住居を持たない方に対し、一定の期間内（原則３ヵ月）に限り、
宿泊場所や食事の提供等を行い、生活の立て直しにむけた支援を行い
ます。

❖下記の全ての要件に該当する方で、生活自立・仕事相談センターに相
談し、生活の立て直しの意思を有する方が対象となります。

1：一定の住居を持たない方
2：相談時点で本市内に生活の拠点があった方
3：入院による治療の必要のない方
4：他の利用者に感染する恐れのある感染症等の疾病に罹患

していない方（発熱等の症状がある方は利用できません）
5：利用月の収入が基準額以下の方
       例）単身：12万5千円、2人：17万9千円、3人：22万5千円

6：利用日時点で所有する預貯金等が基準額以下の方
       例）単身：50万4千円、2人：78万円、3人：100万円
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ホームページから詳しい情報が見られます。

下記URLもしくはQRコードか

らご確認ください。
https://www.city.chiba.jp/hokenfu

kushi/hogo/konnkyuushapr.html
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【センターの利用方法】

 ❖まずはご相談ください

 ❖相談料⇒無料

 ❖開所時間
 ・月曜日～金曜日
 ・８：３０～１７：３０



参考：子どもナビゲーター事業

子どもの支援としてアウトリーチも行います。
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【連絡先】
  
こども家庭支援課TEL 245-5179 内（90-5667）

E-mail kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

中央区子ナビ TEL 222-0877   
 E-mail  kodomo-navi@chiba-shakyo.jp

花見川区子ナビ TEL 307-8210
 E-mail ko-navi@uwnchiba.net

稲毛区子ナビ TEL 215-8582   
 E-mail  navi-inage@workerscoop.com

若葉区子ナビ TEL 308-3988   
 E-mail  navi-wakaba@workerscoop.com

 緑 区子ナビ TEL 293-0208
 E-mail konavi.midori@npo-link.jp

美浜区子ナビ TEL 277-5550
 E-mail konabi-mihama@chiba-shakyo.jp
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